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右
の
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意
書
を
提
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す
る
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三 

核
拡
散
防
止
条
約
（
以
下
核
防
条
約
）
に
つ
い
て
以
下
の
問
題
に
関
す
る
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

一 

非
核
三
原
則
の
「
核
」
と
は
何
か
。 

二 

核
兵
器
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
か
、
核
兵
器
の
定
義
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 
3 

核
防
条
約
に
参
加
し
、
あ
る
い
は
参
加
し
な
い
こ
と
に
よ
つ
て
、
我
が
国
の
安
全
保
障
は
ど
の
よ
う
な
影

響
を
受
け
る
の
か
、
安
全
保
障
は
核
兵
器
の
所
有
に
よ
つ
て
増
強
さ
れ
る
の
か
、
減
退
す
る
の
か
、
特
に
、 

2 

核
防
条
約
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
核
保
有
国
と
な
る
可
能
性
を
否
認
す
る
の
か
、
ま
た
同
条
約
に
参

加
し
て
も
核
へ
の
選
択
の
道
を
残
せ
る
の
か
。 

1 

次
期
通
常
国
会
で
そ
の
批
准
を
求
め
る
予
定
か
、
批
准
の
時
期
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。 

核
拡
散
防
止
条
約
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

 

四 

大
国
や
敵
対
的
近
隣
諸
国
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
、
日
本
政
府
と
し
て
の
見
解
を
問
う
。 

4 
我
が
国
は
潜
在
的
核
保
有
国
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
我
が
国
の
潜
在
核
装
備
能
力
を
具
体
的
に
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。
（
憲
法
及
び
非
核
三
原
則
と
は
関
係
な
く
、
純
科
学
的
分
析
と
し
て
） 

イ 

日
本
が
核
装
備
を
決
意
し
た
場
合
、
初
歩
の
原
子
爆
弾
を
製
造
す
る
の
に
何
年
を
要
す
る
か
。 

ロ 

そ
の
算
出
の
根
拠
と
な
る
年
間
生
産
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
量
、
原
発
そ
の
他
の
核
施
設
、
ウ
ラ
ン
資
源
、
予

算
、
運
搬
手
段
な
ど
具
体
的
数
字
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


